
教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
表 

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
年
一
月
二
十
八
日
福
井
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
） 

 

第
七
条 

免
許
法
別
表
第
三
、
別
表
第
六
ま
た
は
別
表
第
六
の
二
の
規
定
に
よ
る
教
育
職
員

検
定
に
よ
り
一
種
免
許
状
ま
た
は
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、
同
法

別
表
第
三
備
考
第
七
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
次
の
各

号
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
在
職
年
数
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
の
第
二
欄
に
掲
げ
る

科
目
の
単
位
を
含
め
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
単
位
を
修
得
す
る
も
の
と
す

る
。 

一
～
十
六 

（
略
） 

第
七
条
の
二 

免
許
法
別
表
第
八
の
規
定
に
よ
る
教
育
職
員
検
定
に
よ
り
一
種
免
許
状
ま
た

は
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、
免
許
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
の

表
備
考
第
四
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
次
の
各
号
の
表

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
在
職
年
数
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
科
目
の

単
位
を
含
め
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
単
位
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

幼
稚
園
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
が
小
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状
を
取
得
す

る
場
合 

 
 

 

  

改 

正 

案 

第
七
条 

免
許
法
別
表
第
三
、
別
表
第
六
ま
た
は
別
表
第
六
の
二
の
規
定
に
よ
る
教
育
職
員

検
定
に
よ
り
一
種
免
許
状
ま
た
は
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、
同
法

別
表
第
三
備
考
第
七
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
次
の
各

号
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
在
職
年
数
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
の
第
二
欄
に
掲
げ
る

科
目
の
単
位
を
含
め
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
単
位
を
修
得
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

一
～
十
六 

（
略
） 

（
新
設
） 

         

現 
 
 

行 

新設 



 
 

 

 

二 

中
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
が
小
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状
を
取
得
す

る
場
合 

 
 

 

三 

小
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
が
中
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状
を
取
得
す

る
場
合 

 
 

 

  



四 

高
等
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
が
中
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状
を
取

得
す
る
場
合 

 
 
 

 

  

五 

中
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
二
種
免
許
状
を
除
く
。）
を
有
す
る
者
が
高
等
学
校
教

諭
の
一
種
免
許
状
を
取
得
す
る
場
合 

 
 

 

 

六 

小
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
が
幼
稚
園
教
諭
の
二
種
免
許
状
を
取
得
す

る
場
合 

 
 

 

 



 

 

 

第
七
条
の
三 

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
免
許
法
別
表
第
三
、
別
表
第
六
、
別
表
第
六

の
二
ま
た
は
別
表
第
八
の
規
定
に
よ
る
教
育
職
員
検
定
に
よ
り
一
種
免
許
状
ま
た
は
二
種

免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、
同
法
別
表
第
三
備
考
第
七
号
の
規
定
ま
た
は

免
許
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
の
表
備
考
第
四
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
単

位
の
修
得
方
法
に
つ
い
て
は
、
県
教
育
長
が
定
め
る
。 

  

第
八
条
の
五 

教
育
職
員
免
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
二
十

九
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
の
授
与
を
願
い
出
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
五 

（
略
） 

 

第
八
条
の
六 

教
育
職
員
免
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

免
許
状
の
授
与
を
願
い
出
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
五 

（
略
） 

   

         

第
七
条
の
二 

免
許
法
施
行
規
則
第
十
一
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
な
ら
び
に
附
則
第
四
項
か

ら
第
七
項
ま
で
、
第
九
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
お
よ
び
第
三
十
一
項
な
ら
び
に
前
条
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
免
許
法
別
表
第
三
、
別
表
第
六
ま
た
は
別
表
第
六
の
二
の
規
定
に
よ

る
教
育
職
員
検
定
に
よ
り
一
種
免
許
状
ま
た
は
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
で
、
免
許
法
別
表
第
三
備
考
第
七
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
単
位
の
修
得
方

法
に
つ
い
て
は
、
県
教
育
長
が
定
め
る
。 

 

第
八
条
の
五 

教
育
職
員
免
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
二
十

九
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
の
授
与
を
願
い
出
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
五 

（
略
） 

 
第
八
条
の
六 

教
育
職
員
免
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
二
十

九
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
の
授
与
を
願
い
出
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
五 

（
略
） 

 

繰下・表現 表現 



第
九
条 

教
育
職
員
検
定
（
特
別
免
許
状
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
願
い
出
る
者
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
九 
（
略
） 

 

十 

普
通
免
許
状
所
有
者
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
所
轄
庁
の
事
由
書
（
様
式

第
九
号
。
臨
時
免
許
状
の
場
合
に
限
る
。
第
十
四
条
第
十
号
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
と

す
る
。
） 

２ 

（
略
） 

 

第
十
五
条 

免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
所
要
資
格
を
得
た
旨
の
証
明

書
の
交
付
を
願
い
出
る
者
は
、
そ
の
受
け
よ
う
と
す
る
資
格
ご
と
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る

書
類
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

第
三
十
七
条 

免
許
状
の
原
簿
は
、
免
許
法
施
行
規
則
第
七
十
四
条
第
二
項
ま
た
は
改
正
省

令
附
則
第
十
四
条
に
定
め
ら
れ
た
事
項
を
記
載
し
、
免
許
状
の
種
類
別
に
作
成
す
る
も
の

と
す
る
。 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
第
九
条 

教
育
職
員
検
定
（
特
別
免
許
状
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
を
願
い
出
る
者
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
九 

（
略
） 

 

十 

普
通
免
許
状
所
有
者
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
所
轄
庁
の
事
由
書
（
様
式

第
九
号
。
臨
時
免
許
状
の
場
合
に
限
る
。
第
十
四
条
第
十
一
号
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様

と
す
る
。） 

２ 

（
略
） 

 

第
十
五
条 

免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
所
要
資
格
を
得
た
旨
の
証
明

書
の
交
付
を
願
い
出
る
者
は
、
そ
の
受
け
よ
う
と
す
る
資
格
ご
と
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る

書
類
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

第
三
十
七
条 

免
許
状
の
原
簿
は
、
改
正
省
令
第
七
十
四
条
第
二
項
ま
た
は
改
正
省
令
附
則

第
十
四
条
に
定
め
ら
れ
た
事
項
を
記
載
し
、
免
許
状
の
種
類
別
に
作
成
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

修正 修正 修正 



 
 



 


